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感染症発生動向調査について 

感染症発生動向調査とは 

 感染症発生動向調査は、昭和５６年から開始され、平成１１年４月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する 

医療に関する法律」（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）が施行されたことに伴い、感染症法に基 

づく施策として位置づけられた調査です。 

 感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対 

する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的と 

しています。 

 

対象感染症 

１．全数把握 

全数把握が必要な場合は、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方

式での正確な傾向把握が不可能な場合です。 

 

２．定点把握 

定点把握が必要な場合は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない

場合です。 

 

＜定点の選定＞ 

ア 患者定点 

  定点把握対象の感染症について、患者情報及び、疑似症情報を収集するため、都道府県は感染症法第１４条第

１項に規定する指定届出機関として、一定の基準に基づき患者定点及び疑似症定点を選定します。 

 

イ 病原体定点 

  定点把握対象の感染症について、患者の検体及び当該感染症の病原体を収集するため、都道府県は、一定の

基準に基づき病原体定点を選定します。 
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実施体制 

１．患者情報 

感染症法に基づき、診断した医師（定点把握疾患については指定届出機関の管理者）から保健所へ届出のあった

感染症に関する情報について、オンラインシステムにより、都道府県を通じて、厚生労働省に報告されます。 

 
 

２．病原体情報 

感染症法においては、患者情報と整合性の保たれた病原体の検査情報の収集についても、積極的疫学調査とし

て、国及び地方公共団体が実施しています。 

 

 

情報の還元 
収集した感染症に関する情報は、専門家による分析を行い、国民、医療関係者等へ還元しています。 
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